
平成２３年「農地の賃借料情報」について！

～農地法第５２条の規定による「農地の賃借料情報」～

平成２１年１２月１５日に施行された改正農地法により「標準小作料制度」が廃止とな
り、これに代わって各農業委員会が「農地の賃借料情報」の提供を行う事とされました。

「農地の賃借料情報」は、実勢の集計値であり、拘束力はなく「賃借料」の決定の参考
とするものであり、地域事業と併せて土地の広さや形状、水利等の条件を勘案し貸し手と
借り手の当事者間において充分な協議のうえで「賃借料」の決定をしてください。

なお、七宗町の「農地の賃借料情報」（平成２３年中「農業委員会総会」においての審

議及び公告）は、下記のとおりです。
また、七宗町では「賃貸借」の実例がありませんので、参考として岐阜県内の平均賃借

料水準（１０ａ当たり）の情報提供を致します。

記

『七宗町の現況・・・』
（単位：円）

利用権の種類 件数 地目 現金・現物 権利期間

賃 貸 借 0件

使用貸借 1件 田 1年

1件 田 9年

合 計 2件

『参考・・・岐阜県内の平均賃借料水準（10ａ当たり）』

農地の区分 平均額 最高額 最低額 データ数

田 7,549円 14,267円 4,310円 222件

畑 8,475円 16,491円 4,609円 40件

但し、平成２２年中データ（平成２３年は、未集計のため）



【農地法第５２条とは・・・農地法抜粋】

（情報の提供等）
第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資

するため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情

報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
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